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平成29年度国土交通省関係予算決定概要

（平成28年12月）国土交通省ホームページより（抜粋）

《平成29年度予算の基本方針》
（全体方針）
○平成29年度予算においては、東日本大震災や熊本
地震等による「被災地の復旧・復興」を加速させ
るとともに、「国民の安全・安心の確保」、「生産
性向上による成長力の強化」及び「地域の活性化
と豊かな暮らしの実現」の ４分野に重点化し、施
策効果の早期発現を図る。
○特に、激甚化する水害・土砂災害や切迫する巨大
地震等から国民の生命と財産を守り、国土強靱化
の取組を推進するため、防災意識社会への転換を
図りつつ、ハード・ソフトを総動員した防災・減
災対策を推進するとともに、戦略的なインフラ老
朽化対策に取り組む。また、我が国の領土・領海
を守るため、戦略的海上保安体制を構築する。
○あわせて、「成長と分配の好循環」による日本全
体の成長力の底上げと地方創生を実現するため、
ストック効果を重視した社会資本整備を推進す
るとともに、「コンパクト・プラス・ネットワー
ク」の形成や子どもから高齢者まで豊かに暮らせ
る住生活環境の整備など地域の魅力・活力の向上
に取り組む。さらに、訪日外国人旅行者数2020年
４,000万人等の目標達成を目指し、観光先進国の
実現に取り組む。

Ⅰ．　平成29年度予算の概要

　予算の重点化
　各事業・施策分野においては、ハード・ソフトの
手段の選択・組合せを適切に行い、その目的・成果
に踏み込んできめ細かく重点化し、限られた予算で
最大限の効果の発現を図る。

　平成29年度国土交通省予算（国費）
⑴　一般会計  5 兆7,9４6億円（1．00倍）
　公共事業関係費  5 兆1,807億円（1．00倍）
　・一般公共事業費  ５兆1,273億円（1．00倍）
　・災害復旧等  53４億円（1．00倍）
　非公共事業  6,138億円（1．03倍）
　・その他施設費  615億円（1．19倍）
　・行政経費  5,523億円（1．01倍）
⑵　東日本大震災復興特別会計
  5,318億円（0．77倍）

第 1　被災地の復旧・復興

⑴　平成28年度から平成32年度までの復興・創生
期間における新たな枠組みに基づき、東日本大
震災からの復興を加速。
⑵　熊本地震や鳥取県中部地震、相次ぐ台風によ
り被災した地域における基幹インフラの復旧等
を着実に推進。

⑴　東日本大震災からの復興・創生
（注）復興庁計上
1）住宅再建・復興まちづくりの加速  ［ 2 億円］
　被災地における住宅再建・復興まちづくりの取
組を着実に推進する。
・「住まいの復興工程表」等に基づく災害公営住宅
等の整備の支援
・地籍整備による土地境界の明確化の推進
2）インフラの整備  ［2,833億円］
　被災地の迅速な復興に必要となるインフラの着
実な整備を進める。
・復興道路・復興支援道路の緊急整備等の推進
・海上物流・エネルギー輸入拠点の形成等に必要な
港湾施設の整備の推進
・海岸保全施設の整備、緑の防潮堤を含む粘り強い
海岸堤防等の整備の推進
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・堤防の嵩上げや耐震化など河川管理施設の整備の
推進
・東日本大震災で土砂災害が発生した箇所等におけ
る土砂災害対策の推進
・復興の進捗に伴う下水道施設整備及び地盤沈下地
区の雨水排水施設整備の推進
・復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）の
整備の推進
3）被災地の公共交通に対する支援  ［14億円］
　被災者の暮らしを支える被災地のバス交通等に
ついて、住宅再建・復興まちづくりの進捗に応じ
た柔軟な支援を継続する。
４）被災地の観光振興  ［46億円］
　風評被害払拭のため、地域の発案によるインバ
ウンドの取組を支援し、観光魅力を海外へ発信す
るとともに、福島県の震災復興に資する国内観光
関連事業を支援する。

⑵　熊本地震や鳥取県中部地震、相次ぐ台風による
豪雨からの復旧・復興
　熊本地震や鳥取県中部地震、相次ぐ台風による豪
雨で被災した地域の復旧・復興については、平成28
年度当初予算・補正予算を活用して迅速な復旧・復
興に向けた取組を進めてきたところであるが、引き
続き、災害復旧事業や防災・安全交付金等を活用し、
基幹インフラの整備、被災地の住宅再建・宅地の復
旧や公共交通・観光振興等に対する支援を着実に推
進する。

第 2　国民の安全・安心の確保

⑴　激甚化する水害・土砂災害、切迫する巨大地
震等に備えるため、既存施設の有効活用、真に
必要な事業への重点化を図りつつ、ハード・ソ
フトを総動員した防災・減災対策を推進。

（以下略）

⑴　ハード・ソフトを総動員した防災・減災対策の
推進

※計数については、一部重複がある
1）水

みず

防災意識社会の再構築に向けた水害対策や土
砂・火山災害対策の推進  ［４,735億円（1．03）］
　洪水による氾濫の発生に社会全体で備えるため
のハード・ソフト一体となった予防的対策や、斜
面崩壊・火山噴火への集中的・広域的な対策等を
強化する。

（水防災意識社会の再構築）
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想定区域の
指定の推進
・住民のとるべき行動を分かりやすく示したハザー
ドマップへの改良の支援
・タイムラインの策定等、事前の行動計画の作成の
推進
・洪水氾濫を未然に防ぐための堤防の嵩上げや浸透
対策等の推進
・越水しても決壊までの時間を引き延ばすよう堤防
構造を工夫する対策の推進
・主体的な避難を促す防災教育の推進

復興道路・復興支援道路の整備状況
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（既存施設の有効活用、選択と集中による対策等）
・想定される被害等を考慮した整備効果の早期発現
に向けた計画的な治水対策等の推進
・水害・土砂災害の被災地域における集中的な再度
災害防止対策等の推進
・既存ダムの徹底活用を図るためのダム再生の推進
・地域経済を支える生産拠点等の保全・創出に寄与

する水害対策の推進
・官民連携した下水道による効率的な浸水対策の強
化
・警戒避難体制の整備等と一体となった土砂災害防
止施設の重点的整備の推進
・火山噴火に起因する土砂災害対策の推進

水防災意識社会の再構築（イメージ）
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２）被害想定・リスク情報の共有等による災害対応
の強化  ［12億円（1．53）］
　大規模な洪水・高潮や集中豪雨による内水及
び土砂災害を対象として、ICT等も活用しつつ、
緊急的、総合的な対策に省横断的に取り組む。

（被害の想定・リスク情報の共有等）
・避難支援に資するきめ細かいリスク情報等の提示
及びオープンデータ化の推進
・台風・集中豪雨等に関する防災情報提供の強化
・地下街等の避難確保・浸水防止策の強化に資する
内水被害に関する情報提供の推進
・地震・火山噴火等の自然災害等に備えた地理空間
情報の整備及び円滑な流通の推進
・土砂災害警戒区域等の指定に向けた基礎調査の推

進
・火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定の推進
（被災状況の把握手段の多様化による災害対応の強化）
・合成開口レーダ等のセンシング技術を活用した被
災状況把握の推進
・SNS 等を活用した水害・土砂災害発生の兆候等
の把握の推進

（様々な主体と連携した災害対策の強化）
・大規模水害を想定した排水計画の作成・共有
・全国各ブロックにおいて多数の機関が連携した本
格的なタイムラインの推進
・地下駅の浸水対策の推進
・臨海部の企業活動等を考慮した高潮対策等の推進

3）南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策等の推
進  ［1,622億円（1．06）］
　「防災意識社会」※への転換を進めるとともに、
南海トラフ巨大地震等の発生に備え、想定される
具体的な被害特性に合わせた対策を省の総力を挙
げて推進する。
※施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生すると
の考えに立ち、社会全体で常にこれに備える「水
防災意識社会」の考え方を他の災害にも拡大し
たもの。

（救助・救急ルートの確保計画策定等の応急対策）
・首都直下地震対策ロードマップ策定の推進
・首都直下地震等の発災時における道路啓開計画の
深化
・首都圏で緊急輸送ルートを補完する河川敷道路や
船着場等の利活用計画策定の推進
・多様な機関との連携等による港湾 BCP の改善・

拡張
・大規模地震発生後の土砂災害警戒避難体制の強化
の促進

・防災ヘリ更新や活動計画策定によるTEC-FORCE
の能力向上、地方公共団体への支援強化

（施設の耐震化等の予防的対策）
・河川・海岸堤防等の嵩上げ・耐震化及び水門等の
自動化・遠隔操作化等の推進
・津波浸水等を軽減するための粘り強い海岸堤防・
防波堤等の整備の推進
・基幹的交通ネットワークを保全するための土砂災
害対策の推進
・下水道施設の耐震化及び避難所におけるマンホー
ルトイレ設置等の支援の強化
・地震・津波被害の防止・軽減のための公共施設の
耐震化の推進
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４ ）火山、地震、津波、台風、集中豪雨等に対する
観測・監視体制の強化  ［57億円（2．85）］
　火山、地震、津波、台風、集中豪雨等に対する
観測・監視体制を強化するとともに、防災気象情
報等の高度化を推進する。
・火山噴火に起因する土砂災害の監視体制の強化
・火山噴火時の土砂災害緊急情報等の高度化に向け
た検討の推進
・噴火警報等を迅速に発表するための火山観測機器
やデータ処理システム等の整備

・大規模地震に対応した震度予測精度の向上・活断
層等における地震活動監視等の強化
・台風・集中豪雨等の予測技術を向上させる次世代
スーパーコンピュータ等の整備
・土砂災害から身を守るための防災気象情報提供の
迅速化発災後速やかにTEC-FORCE、災害対策
用機械等を派遣するため、活動規模、進出拠点等
を定めたTEC-FORCE 活動計画を策定。地震・
津波による被害を防止・軽減するため、河川・海
岸堤防等の耐震化を推進

＜首都直下地震における TEC-FORCE活動計画の策定＞ ＜河川・海岸堤防等の嵩上げ・耐震化の推進＞

発災後速やかに TEC-FORCE、災害対策用機械等を派遣するため、
活動規模、進出拠点等を定めた TEC-FORCE活動計画を策定

地震・津波による被害を防止・軽減するため、河川・
海岸堤防等の耐震化を推進
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Ⅱ．　水管理・国土保全局関係予算の概要

第 1　予算の基本方針
　“防災意識社会”と“水意識社会”へ新たに展開
していくことが重要との認識のもと、生産性向上な
どのストック効果を重視しつつ、防災・減災対策、
老朽化対策等への課題に対応する。
○気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害
や切迫する大規模地震に対し、ハード・ソフト一
体となった予防的対策や、甚大な被害が発生した
地域における再度災害防止対策等の取組を推進。
○魅力ある水辺空間の創出や、良好な自然環境の創
出等の地域経済、観光振興等に貢献する取組を推
進。
○公共施設のストック管理・適正化のため、施設の
集約化や長寿命化計画策定を通じたトータルコス
トの縮減を図る等、効率的な事業を推進。
○東日本大震災からの復旧・復興を加速させるため、
堤防等の復旧・整備を推進。

第 2　予算の規模
○一般会計予算  8,４36億円
　一般公共事業費  8,009億円
　　治水事業等関係費  7,956億円

うち河川関係6,768億円、砂防関係1,0４8億円、
海岸関係1４0億円

　　下水道事業関係費  5４億円
　災害復旧関係費  ４16億円
　行政経費  10億円

上記以外に、省全体で社会資本総合整備
19,997億円がある。

○東日本大震災復興特別会計予算（復興庁所管）
  1,139億円
  復旧　1,070億円
  復興 　　69億円

上記以外に、省全体で社会資本総合整備
（復興）1,090億円がある。

※（四捨五入の関係で合計値が
合わない場合がある。）

第 ３　予算の主要項目
主要項目
1．治水事業等関係費
⑴　防災意識社会への展開  【４,732億円】
1）　水害の頻発・激甚化に対応する治水対策
  【3,9４7億円】
　気候変動等に伴う水害の頻発・激甚化を踏まえ
て、比較的発生頻度の高い洪水に対しては、治水
対策を計画的に実施するとともに、激甚な水害が
発生した地域等において、再度災害防止対策を集
中的に実施する。
　また、施設では防ぎきれない大洪水が発生する
ことを前提として、社会全体で常にこれに備える
「水防災意識社会」を再構築するため、ハード・
ソフト対策を一体的・計画的に推進する。
2）ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害
対策  【785億円】
　平成26年 8 月の広島における土砂災害等、集中
豪雨等に起因する土砂災害への予防的対策とし
て、砂防堰堤等を重点的に整備するとともに、激
甚な土砂災害が発生した地域における再度災害防
止対策を集中的に実施する。
　また、危険箇所における基礎調査の促進や防災
拠点の保全等によりハード・ソフト一体となった
土砂災害対策を推進する。
3）南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大規模
地震に備えた地震・津波対策  【389億円】※

　切迫する南海トラフ巨大地震や首都直下地震等
に備えるため、東日本大震災の教訓を生かした津
波防災地域づくりを進めるとともに、各々の地震
で想定される具体的な被害特性に合わせ、堤防の
耐震・液状化対策等を重点的に実施する。

※他項目との重複計上。
⑵　水意識社会への展開  【87億円】
　住民、地方自治体、民間事業者、河川管理者等の
関係者が水の利用や水辺空間の活用など水に関する
幅広い知識・情報を共有し、流域における水の多様
な恵みを社会全体で認識・享受するとともに、それ
らが人々の意識の深部に浸透した社会を実現するた
め、地域の特徴を活かした魅力ある水辺空間や良好
な自然環境の創出、流域マネジメントの取組等を推
進する。
⑶　公共施設のストック管理・適正化 【1,979億円】
　河川管理施設等の所要の機能を確保するため、河
川管理施設等の点検・評価結果に基づく補修・更新



（8） 第 812 号 防 災 平 成 29 年  2  月  1  日

等を着実に実施する。
　また、施設の機能の確保に係るコストの縮減を図
るため、長寿命化計画に基づく取組等を推進すると
ともに、生産性向上を図るための新技術の導入等の
取組を推進する。
2 ．下水道事業関係費  【54億円】
　安全・安心な生活を支援するための地震対策や浸
水対策、下水道の機能を確保するための戦略的なア
セットマネジメント、ICT 技術の活用や施設の集
約化等による建設・維持管理の一層の効率化、効率
的な整備による下水道未普及地域の早期解消、下水
汚泥の資源・エネルギーの利用等を推進し、そのた
めに必要な技術開発等を実施する。

（上記以外に、省全体で社会資本総合整備
19,997億円、工事諸費等がある。）

東日本大震災からの復旧・復興関係費
○復旧・復興 （東日本大震災復興特別会計）
  【1,139億円】
　被災地の復旧・復興を加速するため、旧北上川等
において、河川・海岸堤防の復旧や耐震・液状化対
策等を推進する。

（上記以外に、省全体で社会資本総合整備
（復興）1,090億円がある。）

第４　新規制度等
1．治水事業等関係費
⑴　「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組の強
化（社会資本総合整備）
　水防災意識社会の再構築の取組を、都道府県管理
河川も含めた流域一体で推進するため、「再構築ビ
ジョン」に基づきハード対策と一体となって実施す
るソフト対策を、新たに総合流域防災事業の事業計
画に追加し、効果促進事業の交付対象とする。
⑵　「ダム再生ビジョン」の策定
　頻発する洪水・渇水が企業等の生産活動や国民生
活に及ぼすリスクを早期に軽減するため、既設ダム
の更なる有効活用方策を示す「ダム再生ビジョン」
を新たに策定し、ダムの嵩上げや操作規則の見直し
などのハード・ソフト対策を戦略的・計画的に進め
る。
⑶　床上浸水対策特別緊急事業の拡充
　局地的な大雨による市街地等での浸水対策を加速
するため、市町村等が行う流域での貯留・浸透施設
の整備を、新たに床上浸水対策特別緊急事業の補助
対象に追加する。

⑷　急傾斜地崩壊対策事業の拡充（社会資本総合整備）
　地震により地盤が緩んだ地域での土砂災害リスク
を早期に軽減するため、大規模地震の発生した地域
では発災後一定の期間に限り、保全人家戸数が少な
い地区についても、新たに急傾斜地崩壊対策事業の
交付対象に追加する。
２．災害復旧関係費
⑴　災害復旧事業査定設計委託の拡充
　大規模災害時において、地方公共団体の災害復旧
事業の申請作業に係る費用の負担を軽減するため、
災害復旧事業査定設計委託の補助対象限度額を、近
年の実績に応じた水準に引き上げる（平成28年発生
災から適用）。
⑵　河川大規模災害関連事業の拡充
　地震により被災した堤防の災害復旧事業の実施に
合わせ、一連区間で河川堤防の耐震対策を推進する
ため、被災堤防に隣接する土質状況が同一の堤防の
耐震対策を、新たに河川大規模災害関連事業の対象
に追加する。
３ ．下水道事業関係費
⑴　下水道総合地震対策事業の拡充（社会資本総合
整備）
　下水道施設における耐震化の促進と、避難所等で
の衛生環境を確保するため、地震被害があった地域
での耐震化や、地域防災計画に位置付けられた一定
規模以上の避難所等でのマンホールトイレ設置につ
いて、新たに下水道総合地震対策事業の交付対象に
追加する。
⑵　特定地域都市浸水被害対策事業の拡充
　民間と連携した効率的な浸水対策を一層推進する
ため、都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区
域における浸水対策や、民間が整備する雨水浸透施
設の設置について、新たに特定地域都市浸水被害対
策事業の補助対象に追加する。
⑶　下水道老朽管の緊急改築推進事業の延伸（社会
資本総合整備）　　　
　道路陥没や下水道機能の停止等による社会経済活
動への影響を未然に防止し、国民の安全・安心を確
保するため、布設から標準耐用年数である50年を経
過した管渠の改築を支援する下水道老朽管の緊急改
築推進事業を延伸する。

詳細は、国土交通省HP「平成29年度予算決定概要」
参照
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_005231.html
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　平成28年 8 月、相次いで発生した台風に伴う豪雨
により、北海道での堤防決壊や東北地方での県管理
河川で氾濫被害が発生、特に岩手県が管理する小本
川では要配慮者利用施設において入所者が逃げ遅れ
て犠牲になるなど、痛ましい被害が発生したことを
受け、平成28年11月22日、同12月20日に審議を行い、

中小河川等における水防災意識社会の再構築の
あり方について（答申・概要）

（大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会）

答申概要

先の 1月11日に小池俊雄河川分科会長から石井啓一
国土交通大臣に対する答申の手交を行いました。
　答申の概要について、掲載します。なお、詳細は、
下記URLにアクセスして下さい。
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/ 
kasenbunkakai/shouiinkai/daikibohanran/
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「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）
及び事前ルール化」について

〜被災地の復興をより迅速に進めます〜

国土交通省水管理・国土保全局防災課他

　国土交通省では、大規模災害発生時に被災自治体
の災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規
模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ル
ール化」を平成29年の発生災害から実施することと
いたしました。
　災害査定の効率化（簡素化）をより迅速に開始で
きるように事前に実施する内容と激甚災害指定の見
込みが立った時点で実施することを位置づけたもの
で被災施設の早期復旧を促進し、被災地の早期復興
をより一層支援することが可能となります。

　これまで、災害査定の効率化（簡素化）について
は、個別の災害毎に被災の状況に応じ関係機関と調
整を行ったうえで効率化（簡素化）の内容を決定し
ていたため、申請者への通知に約 1箇月を要してい
たところです。
　事前ルール化することによって、災害査定が終了
するまで110日程度の期間がかかっていた場合、60
～70日程度で終了できるようになります。

（公表 平成29年 1 月13日）
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協会だより

平成28年度　防災セミナー
　昨年の関東・東北豪雨、今年8月以降の一連の台風災害など、各地で大きな被害をもた
らす災害が頻発する現状を踏まえ、水災害多発時代における命の守り方、「水防災意識社
会の再構築ビジョン」や避難勧告等の適切な判断・伝達のあり方を踏まえた、関東・東北
豪雨災害を受けてのタイムラインの取り組みや江東5区（東京都）大規模広域避難に向け
た対応方針等先進的な事例の話題等を中心にご講演いただきます。

１．開 催 日　平成29年2月6日（月）
２．会 場　発明会館ホール
　　　　　　　（会場案内図参照）
３．日 程 表　次項日程表のとおり
４．定 員　300人（定員に達し次第締め切り）
５．申込締切　平成29年1月20日（金）
６．受 講 費　5,500円/人
７．申 込 先　公益社団法人　全国防災協会
　　　　　　　E-meil:zenkokubousai@pop02.odn.ne.jp
８．送 金 先　銀行口座名
　　　　　　　公益社団法人　全国防災協会
　　　　　　　みずほ銀行　新橋支店
　　　　　　　普通預金　口座番号　1412439
９．申込方法 申込用紙に必要事項を記入の上、当協会

あてに郵送、FAX又はEメールにてご送
付ください。

10 ．受 講 票 受講者には、協会より受講票を送付いた
しますので、当日、会場受付で受講票を
ご提出下さい。

11 ．CPD認定セミナー
本セミナーは、（一社）建設コンサルタン
ツ協会のCPDプログラﾑとして認定され
たセミナーです。

12 ．そ の 他 ①受講費は、不参加の場合でも返金いた
しません。
ただし、受講者の変更は差し支えありま
せん。
②講師の都合により、日程等の一部の変
更もありえますので、予めご了承下さい。

載掲、日後（いさ下照参ごをジーペムーホ会協当、はていつに細詳※
予定）。

開 催 要 領

会場案内図
●会場　発明会館ホール

　　東京都港区虎ノ門2-9-14

　　TEL　03（3502）5499
●東京メトロ銀座線

　　虎ノ門駅　3番出口／徒歩5分

　東京メトロ日比谷線
　　神谷町駅　4番出口／徒歩6分

　東京メトロ千代田線

　　霞が関駅　A13番出口／

　　　　　　　　　　　 徒歩13分

主催：公益社団法人 全国防災協会

アメリカ大使館

ホテルオークラ 虎ノ門
ツインビル

発明会館ホール

特許庁

JTビル

虎ノ門病院

霞ヶ関ビル 文部科学省
合同庁舎

TOTO

銀座線虎ノ門3番出口 三菱東京UFJ銀行

三井ビル

18森ビル
虎ノ門2丁目タワー

金刀比羅宮

虎ノ門二丁目バス停

線
田
代
千
↑

線
谷
比
日

↓
駅
町
谷
神

至 新橋→
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　日　程　表

９：30～ 10：00 受　　付

10：00 ～ 10：05 開講・主催者挨拶　（公社）全国防災協会　　　会長　脇　　雅史

10：05 ～ 10：10 来賓挨拶　　国土交通省水管理・国土保全局　局長　山田　邦博

10：10 ～ 11：00 　　　　気象庁予報部予報課
　　　　　　　　　　　　気象防災推進室　予報官　高木　康伸

新たなステージに対応した防災気象情報の改善

11：00～ 11：50 　　　　内閣府政策統括官（防災担当）付
　　　　　　　　　　　　企画官（調査・企画担当）　森本　　輝

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインについて

11：50～ 13：00 昼　食・休　憩

13：00 ～ 14：30 　　　　特定非営利活動法人環境防災総合政策研究機構
　　　　　　　　　　　環境・防災研究所　 副所長　松尾　一郎

水害多発時代における命の守り方を伝える
　　　　　　　　～鬼怒川、小本川、空知川の水害対応から学ぶ～

14：30～ 15：20 国土交通省水管理・国土保全局河川計画課
　　　　　　　　　　　　河川計画調整室　室　長　中込　　淳

水防災意識社会再構築ビジョンの進捗及び新たな取り組み

15：20～ 15：30 休　憩

15：30 ～ 16：20 　　　　常総市（茨城県）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　長　神達　岳司

関東東北豪雨を踏まえたタイムラインによる防災減災の取り組み

16：20～ 17：10 　　　　江東 5区大規模水害対策協議会幹事
　　　　　　　　　　江戸川区危機管理室　室　長　浅川　賢次

江東 5区の大規模水害対策について

（注）講師の都合により、日程等の一部変更もありえますので、予めご了承下さい。
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平成28年　発生主要異常気象別被害報告 平成29年 1 月13日現在（単位：千円）
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